
【 商品券発行概要 】

【 取扱店になるにあたって 】

（事業所様は、これまで通り換金手続きを行って頂き、会議所より振込ます。）

商品券利用において、つり銭は支払わないものとします。

≪ご不明な点は、大川商工会議所まで ＴＥＬ ８６－２１７１≫　　

③取扱店申込書に記載頂い振込口座へ換金日から原則３営業日以内にお振込します。

　  　 平日毎日：令和 ８ 年 ７ 月 　１ 日（水）～令和 ８ 年 ７ 月 　８ 日（水）

　●換金受付日

　●換金受付時間

　　翌営業日4月30日(木)・5月7日(木)に換金受付を行います。

 　 毎週水曜日：令和 ８ 年 ４ 月 ２２ 日（水）～令和 ８ 年 ６ 月 ２４ 日（水）

①換金性の高いもの（商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード 等）

②たばこ等法律で小売価格以外による販売が禁止されているもの

④国、地方公共団体への支払、公共料金支払（ガス・水道・電気 等）、税金の納付等

⑤業者用の仕入、手形、買掛金決済等

つ り 銭

⑥新たな消費喚起と認めにくい商品・サービス（車検の法定費用、ギャンブル性の高い

③株券、先物、保険、宝くじ等の金融商品

   サービス、保険診療の対象となる医療サービス、葬儀費用等）

 ※但し、令和8年4月29日(水)・5月6日（水）は祝日の為、

※今回より換金方法が振込に変わります！

【振込手数料会議所負担】

配 布 数

取 扱 店 登 録 料 　無　料

商 品 券 有 効 期 限 令和 ８ 年 ４ 月 １ 日（水）　～　令和 ８ 年 ６ 月 ３０ 日（火）　３カ月間限定

取 扱 店

大川市民１人当たり８，０００円の商品券を配布（2月１日時点台帳登録者）

大川市内の商工業者（会議所非会員の場合は、事業を行っていることが確認でき
                           る書類(確定申告書等）を確認させて頂く、場合があります。）

取 扱 店 登 録 方 法

　令和７年度おおかわるる券取扱店事業所は、自動的に取扱店登録とさせて
頂きます。（登録を辞退される場合は、２月１３日までに会議所へご連絡下さ
い。
　これまで、取扱店登録をされていない事業所は、おおかわるる券「生活支援
商品券」取扱店申込書兼誓約書にご記入の上、大川商工会議所へ申込書を
ご提出下さい。

約２億４，０００万円

　大川市が、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響を受ける市民
の家計支出等を経済的に支援し、あわせて地域経済の振興を図ることを目的として市内商店等で使える生活
支援商品券を配布します。概要については、以下の通りとなりますので、取扱店登録を希望される場合は、裏
面の申込書兼誓約書に必要事項をご記入いただき、大川商工会議所までご提出をお願いします。

おおかわるる券
「生活支援商品券」取扱店を募集します！！

⑦ その他、取扱店が特に指定するもの

プレミアム商品券が
利用できない商品等

換 金 手 数 料 ・会議所会員：無料　　・会議所非会員：２.０％

①換金されるすべての商品券のウラ面にある取扱店記入欄に取扱店名をご記入下さい。

②以下の換金受付日・受付時間に、①を行った商品券を会議所へご持参ください。

　　９時から１６時まで（１２時から１３時は昼休みの為換金受付を行いません。）

　※最終換金受付日：令和８年７月８日（水）まで
　　最終換金受付日以降は、一切換金受付を行いませんのでご注意ください。

換　 金 　方 　法

※令和８年度より
換金方法が
変わります

内 訳 取扱店全店で利用できる全店商品券が８枚

商 品 券 発行 総額



　　　　　 〒８３１－

大 川 市

　　当事業所は、上記取扱事業所として申請するにあたり、上記記載内容及び下記について、相違ない
　ことを誓約いたします。
　　当事業所は、反社会的勢力ではありません。又、取扱事業所取扱要綱を厳守履行致します。万一、
　不正行為等を行った場合は、一切の おおかわるる券「生活支援商品券」 の換金中止､おおかわプレミ
  アム商品券発行事業運営委員会で審議し決定した処置について実行されましても一切の異議は申し
　述べません。

≪申請者署名捺印≫

㊞

 ※大川商工会議所確認記入欄

電 話 番 号

受渡者□　ポスター
□　注意文書
□　取扱要綱
□　幟旗
□　ポール

登 録 日

代 表 者 名

銀 行 名

口 座 番 号

口 座 名 義

フ リ ガ ナ

銀行コード

店番

おおかわるる券「生活支援商品券」取扱店申込書兼誓約書

掲 載 用 店 舗 名

電 話／ＦＡＸ 　ＴＥＬ　　　　　　— / ＦＡＸ　　　　　　—

　おおかわプレミアム商品券「おおかわるる券」取扱店（事業者）取扱要綱を遵守し、下記のとおり申請いたします。

会 社 名 又は
屋 号・代表者名

所　在　地

　　大川商工会議所　御中 令和　　　　年　　　　月　　　　日

取扱商品・サービス等

備 品 （ ／ ）

＊複数該当する場合は、 12．宿泊施設　 13．衣料品　 14．ドラッグストア　 15．機械・工具

　　１つに絞って下さい。 16．贈答品・記念品・雑貨　 17．ガソリンスタンド　 18．仏壇仏具・宗教用品・節句物

19．スポーツ用品・楽器　 20．生花　 21．大型店

１．建設・建築・住宅設備　 ２．飲食店　 ３．食料品　 ４．理容・美容・ネイル・エステ

該 当 す る 業 種 を ５．家電製品　 ６．コンビニエンスストア　 ７．自動車・自転車　 ８．時計・メガネ・貴金属

１つ選んで下さい ９．旅行・タクシー　 10．遊戯施設・クリーニング・その他サービス　 11．家具・建具・什器

所 在 地

振
 

込
 

先

支 店 名

 令和　　　 年　　　 月　　　 日 

商工業者確認方法

非会員の場合 地図・申告書・開業届・
その他（　　　　　　　　　　　）

受付番号

第　　　　　　　号

会員番号

　NO．　　　　　　　　・ 非会員

　

誓　約　書

口座種類 普通　・　当座

事 業 所 名


